


令和4年通常国会スタート!

「秋葉賢也」のポスターをご自宅や事業所のブロック塀にご掲示頂ける皆様、是非、仙台事務所（℡375－4477）までご連絡下さい。
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▶秋葉予算委員
　令和４年度当初予算案では、新型コロナへの対応のための費用や、令和４年
から団塊世代が７５歳以上になり医療・介護費が増加するため『社会保障関係費』と
緊迫化する国際情勢を踏まえた防衛力確保のための『防衛関係費』が過去最高と
なっています。
　また、新型コロナ感染再拡大に備え、国会承認を得ずに使い道を決定できる
「新型コロナウイルス感染症対策予備費」として５兆円が計上されており、予算
委員会では、円滑な審議を進めて参ります。

第２０８回国会がスタートしました。地元の皆様のご要望を受け、自民党内での法案審議や
政策立案に全力で取り組んでいる秋葉・党情報調査局長。オミクロン株による新型コロナ
感染症「第6波」の到来を踏まえた政策立案にも精力的に取組んでおり、今国会に提出
予定の法案を簡潔に説明して頂きます。

令和4年通常国会スタート!

令和4年度（当初）予算案（107兆5964億円）

ご存知ですか？  是非ご利用下さい！

皆さんの暮らしを守り抜く
政策や法律の迅速な成立
を目指します。

秋葉・党領土特別委員長
　北朝鮮が日本海等に向け
弾道ミサイル発射を繰り返し
行っており、断じて許すことは
できません。
　日本の意思をはっきりと対外
に表示するよう政府に求める
と同時に、日本の領土・領海・
領空、そして国民の生命と暮ら
しを守り抜くために必要な、
国家安全保障戦略、防衛大綱、
中期防衛力整備計画の迅速な
策定を政府に求めると同時に
必要な防衛予算を確保して
参ります！

　 北朝鮮による弾道ミサイル
発射が続いております。
日本の領土や国民の生命を
守る為に、日本はどう対処
してゆくべきでしょうか？
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▶秋葉（元）党外交部会長
　　これは、海外進出する日本企業がコロナ感染拡大による現地のロックダウンに
よって生じた追加損失を保険金の支払い対象に追加することを定めた改正案。
現行法上、保険金の支払い対象は、誘致地で戦争や内乱が生じた場合に限定
されており、改正により、対象を拡大することで日本企業の海外進出の可能性を
開き、リスクを抑えることにつながります。秋葉代議士も日本企業の成長のため
改正案の早期成立を目指しています。

貿易保険法改正案

地元の建設業関係者の皆様からご要望の強かった復興係数の堅持を令和4年度も実現。
復興係数（被災3県全ての土木工事に適用）  補正率（共通仮設費：１．５　現場管理費：１．２）

復興係数は令和4年度も堅持!注目

　冬晴れとなった17日、令和4年
通常国会が召集され、和装振興
議員連盟のメンバーである秋葉
代議士は、約４０年前の成人式で
着用した紋付袴姿で登院。
　上品な縞模様としわがつき
難い堅朗さで有名な「仙台平」
で織られた袴の美しさに、改めて
感銘の声をあげていました。

政府は、2024年度までに、運転免許とマイ
ナンバーの一体化を進め、転居時の住居
変更等を市役所で行えば、警察署での手続き
は不要とする方針で、国会において予算確保
等を通じサポートして参ります。

売上減少率 個人
事業主 年間売上高

1億円以下
年間売上高
1億円～5億円

法人

年間売上高
5億円以上

▲50％以上 50万円 100万円 150万円 250万円

▲30％以上50％未満 30万円 60万円 90万円 150万円

令和4年（第２０８回）
通常国会が始動!

政策
メモ

事業復活支援金をご活用下さい！
【対象】 新型コロナの影響により、
2021年11月～22年3月迄のいずれかの月の売上高が、2018
年11月～21年3月迄の任意の月の売上高と比較し、５０％以上又
は３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅、中小・小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者）。

【給付額】 

【申請方法】
事業復活支援金事務局HP（https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)
に掲載された登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金
事務局HP上の申請用のwebページから申請頂けます。
【お問合せ】事務局相談窓口まで　

☎０120‒789‒140（全日8：30～19：00）



「リスラジ」で全国から聴けます！ 

▲

FMいずみ（79.7）賢ちゃんゆかりちゃんのいとしのサザン（毎週水曜日 19：30～20：00）
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コロナの影響で、仕事を失い、再就職を希望している方や、
転職、スキルアップを目指している方が利用できる制度が
あると伺いましたが、本当ですか？

はい。厚労省では、再就職、転職、スキルアップを目指す方が、
月１０万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業
訓練を受けることができる制度（求職者支援制度）を
用意しています。
　この制度を活用し、職業訓練を受講する場合、訓練開始前
～訓練終了後まで、ハローワークが、受講者の求職活動を
サポートいたします。

①離職者
　雇用保険の適用がなかった離職者
　フリーランス・自営業を廃業した方
雇用保険の受給が終了した方等。

②在職者
　一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員
への転職や正社員転換をめざしている方等

求職者支援制度求職者支援制度
秋葉元厚生労働副大

臣に聞く！

感染力の高い「オミクロン株」の出現で、国内外で
新規感染者が急増しており、感染拡大と医療のひっ迫
を防止する為に、迅速で効果的な対応が必要です！

で
迫

岸田政権は、コロナワクチン3回目接種の前倒しを表明
しましたが、追加接種は必要なのですか。
3回目コロナワクチン接種の対象となるのは？

Q

　日本で接種が進められているワクチン（ファイザー社の
ワクチン、モデルナ/武田社のワクチン、アストラゼネカ社の
ワクチン）は高い発症予防効果が認められており、日本政府
も、それらワクチンの感染・重症化予防効果を認めています。
　しかし、2回目接種から半年ほどで、発症予防効果の
低下が確認されており、政府は、2回目接種完了から原則
8カ月以上経過した方に、追加接種の機会の提供を決定
していました。しかし、新型コロナウイルスの変異種「オミ
クロン株」の出現で、全国各地で新規感染者が急増の
状況を受け、政府は、3回目接種を原則2回目接種完了
から6か月以上に前倒して実施することを決定致しました。
【３回目コロナワクチン接種】
◎接種期間：令和３年１２月１日～令和４年９月３０日
◎接種対象：１８歳以上で、２回目接種から一定期間経過した方＊

＊ 『一定の期間』
医療従事者・高齢者施設入所者等⇒（今年１月以降）６か月
その他高齢者⇒（今年２月接種）７カ月、（３月以降）６か月
６４歳以下の方⇒（今年２月接種）８カ月、（３月以降）７カ月

A 秋葉元厚労副大臣

3回目の接種では、1回目・2回目とは別のワクチン接種
（交互接種）が行われると聞きましたが、身体上の問題は
ないのですか？
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　政府は、追加接種のワクチンについて、1回目・2回目
に用いたワクチンの種類にかかわらず、mRNAワクチン
を（ファイザー社ワクチン又はモデルナ社ワクチン）を
用いるのが適当と、判断しています。
　3月までの3回目接種用として政府が確保しているワク
チンの配分回数は、ファイザーが約2600万回分、モデルナ
が約2200万回分となっております。
　他方、1・2回目でファイザー若しくはモデルナ社のワク
チン接種した比率は、５：１とファイザー社ワクチンを接種
した方が多く、１・２回目でファイザー社のワクチンを接種
した方が3回目ではモデルナ社のワクチンを接種する
場合が生じることになりますが、諸外国の例をみても、
1回目・2回目接種とは異なるワクチンの接種の使用
（交互接種）を認めている国は、米国をはじめ見られます。
3回目接種で、交互接種をした場合でも、1・2回目と

同じワクチンを接種した場合でも、英国の研究によれば、
安全性が許容され、有効性についても十分な効果が
認められることが報告されています。
　詳細については、第27回厚生科学審議会予防接種・
ワクチン分科会の資料『追加接種における交互接種 
組み合わせに関する諸外国の状況』をご参照下さい。

新型コロナワクチン
追加接種（3回目）の前倒し？！　　　

新型コロナワクチン
追加接種（3回目）の前倒し？！　　　

A 秋葉元厚労副大臣

+ +月10万円
の給付金

無料の
職業訓練

就職
サポート
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誰でも無料の職業訓練が受けられるのでしょうか？

『求職者支援制度』において、給付金を受けながら無料の
職業訓練を受けることができる方は、次の方々です。

①離職者
　親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方。
②在職者
　フリーランスで働きながら正社員転換を目指している方

給付金を受けずに、無料の職業訓練を受講できるのは、次の
方です。

【職業訓練受講の要件】
①ハローワークに求職の申込みをしていること
②雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
③労働の意思と能力があること
④職業訓練等の支援の必要性をハローワークが認めたこと
【給付金の支給要件】
①本人収入が月額8万円以下。
　（シフト制で働く人の場合、12万円以下）。
②世帯全体の収入が月４０万円以下（世帯全体の金融資産
が３００万円以下）。
③訓練の8割以上に出席すること。
④現住所以外に、土地・建物を所有していないこと等。
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職業訓練の受講要件と、給付金の支給要件は？

それぞれの要件は、次の通りです。

☎０２２‒２９９‒８８１１（平日8：30～17：15）
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近所に相談窓口はありますか？

はい。ハローワーク仙台にお問合せ下さい。

再就職、転職、
スキルアップを

目指している皆さん
ご活用下さい

ご存知ですか？  是非ご利用下さい！ご存知ですか？  是非ご利用下さい！




